
健
康
・
福
祉

問
福
祉
課 

障
が
い
福
祉
係

�

☎
７
７
３
・
６
６
６
７

障
が
い
者
週
間

　
毎
年
１２
月
３
日
～
９
日
は
、
障

が
い
者
週
間
で
す
。
障
が
い
者
の

福
祉
に
つ
い
て
関
心
と
理
解
を
深

め
、
障
が
い
者
が
社
会
、
経
済
、

文
化
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活

動
に
、
積
極
的
に
参
加
す
る
意
欲

を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。
内
閣
府
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

で
、
障
が
い
者
週
間
中
に
開
催
さ

れ
る
セ
ミ
ナ
ー
や
行
事
が
広
報
さ

れ
て
い
ま
す
。
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
福
祉
課 

高
齢
福
祉
係 

�

☎
７
７
３
・
６
６
６
７

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
委
嘱

　
大
和
地
域
の
浦
佐
地
区
〔
本
町
、

西
浦
、
富
町
〕
を
担
当
す
る
民
生

委
員
・
児
童
委
員
が
１２
月
１
日
付

で
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ

ま
し
た
。

氏
名　
湯
本�

茂
さ
ん

☎
０
９
０
・
４
０
９
８
・
５
１
４
９

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
み

な
さ
ん
の
立
場
で
心
配
ご
と
や
困

り
ご
と
を
解
決
す
る
お
手
伝
い
を

し
ま
す
。

問
・
申
福
祉
課�

障
が
い
福
祉
係

�

☎
７
７
３
・
６
６
６
７

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度

を
ご
存
じ
で
す
か

　
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
は
、

障
が
い
者
の
保
護
者
が
加
入
者
と

な
り
、
一
定
期
間
に
掛
金
を
納
め

る
こ
と
で
、
万
が
一
、
加
入
者
が

死
亡
し
た
場
合
や
重
度
障
が
い
を

負
っ
た
場
合
に
、
障
が
い
者
に
終

身
の
年
金
を
支
給
す
る
制
度
で
す
。

掛 

金　
１
口
に
つ
き
月
額
９
，３

０
０
円
～
２
３
，３
０
０
円

※�

加
入
時
の
年
齢
に
よ
り
異
な
り

ま
す
。
障
が
い
者
１
人
に
つ
き

２
口
ま
で
加
入
で
き
ま
す

年
金
支
給
額

　
１
口
に
つ
き
月
額
２
万
円

加
入
者
の
要
件�（
す
べ
て
に
該
当
）

①
障
が
い
者
を
扶
養
す
る
保
護
者

②�

加
入
年
度
の
４
月
１
日
時
点
の

年
齢
が
６５
歳
未
満

③�

特
別
な
疾
病
や
障
が
い
が
な
い

障
が
い
者
の
要
件
（
い
ず
れ
か
に

該
当
）

①
知
的
障
が
い
者

②�

身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
所

持
者

③�

精
神
か
身
体
に
①
か
②
と
同
程

度
の
永
続
的
な
障
が
い
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
人

持・�

福
祉
課
で
配
布
す
る
申
請
書

・�

料
金
等
口
座
振
替
依
頼
書

・�

加
入
者
と
障
が
い
者
の
住
民
票

・�

加
入
者
の
告
知
書

・�

障
が
い
の
種
類
・
程
度
を
証
明

す
る
も
の
（
身
体
障
害
者
手
帳
、

療
育
手
帳
な
ど
）

問
・
申
福
祉
課�

障
が
い
福
祉
係

�

☎
７
７
３
・
６
６
６
７

�

Ｆ
７
７
３
・
６
７
２
３

障
が
い
者
タ
ク
シ
ー
利
用
券

を
交
付
し
て
い
ま
す

　
障
が
い
者
タ
ク
シ
ー
利
用
券
が

必
要
で
次
の
対
象
と
な
る
人
は
、

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対�
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
次
の
手

帳
を
所
持
し
、
①
か
②
に
該
当

す
る
人

・�

身
体
障
害
者
手
帳（
１
～
４
級
）

・�

療
育
手
帳

・�

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

①�

７５
歳
以
上
で
冬
期
間
（
１２
月
～

翌
年
３
月
）
に
、
自
動
車
の
運

転
が
で
き
な
い

②�

人
工
透
析
の
治
療
者
で
体
調
不

良
の
た
め
、
自
動
車
の
運
転
が

で
き
な
い

※�

人
工
透
析
等
通
院
費
助
成
の
受

給
者
と
、
自
ら
車
の
運
転
を
行

わ
ず
、
す
で
に
交
付
を
受
け
て

い
る
人
を
除
く

申
請
に
必
要
な
も
の

　
前
記
の
手
帳
（
重
複
し
て
所
持

す
る
人
は
す
べ
て
の
手
帳
）

交 

付
枚
数　
１
人
１０
枚
（
１
枚
あ

た
り
５
０
０
円
）

有
効
期
限　
交
付
さ
れ
た
年
度
内

利
用
方
法

　
タ
ク
シ
ー
利
用
券
裏
面
に
記
載

の
タ
ク
シ
ー
会
社
を
利
用
し
、
１

回
の
乗
車
に
つ
き
、
料
金
総
額
の

範
囲
内
で
６
枚
ま
で
利
用
可
。
必

ず
手
帳
を
提
示
し
て
ご
乗
車
く
だ

さ
い
。

受 

付
窓
口

　
福
祉
課�

障
が
い
福
祉
係
、
大

和
・
塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー

問
・
申
福
祉
課�

障
が
い
福
祉
係

�

☎
７
７
３
・
６
６
６
７

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
減
免
の

申
請
は
郵
送
で
も
手
続
き
で

き
ま
す

　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の
減
免
申

請
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
へ
直
接
郵
送
し
て

申
請
で
き
ま
す
。

　
免
除
手
続
き
に
必
要
な
申
請
書

な
ど
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

か
ら
直
接
取
得
で
き
ま
す
。

※�

減
免
の
対
象
に
は
、
全
額
免
除

と
半
額
免
除
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
申
請
に
必
要
な
書
類

な
ど
、
詳
し
く
は
市
報
６
月
１

日
号
を
ご
覧
に
な
る
か
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

郵
送
に
係
る
問
合
せ
先

　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
７
０
・
０
７
７
・
０
７
７

（
受
付
：
午
前
９
時
～
午
後
６
時
）

問
保
健
課

�

☎
７
７
３
・
６
８
１
１

未
開
封
の
検
便
容
器
を
回
収

し
て
い
ま
す

　
住
民
健
診
の
大
腸
が
ん
検
診
を

申
し
込
み
後
に
キ
ャ
ン
セ
ル
し
、

未
開
封
の
検
便
容
器
が
家
庭
に
あ

る
場
合
は
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

　
毎
年
多
く
の
検
便
容
器
が
回
収

さ
れ
ず
、
再
利
用
で
き
る
資
源
が

廃
棄
さ
れ
て
い
ま
す
。
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

回
収
期
限　
１２
月
末

回
収
場
所

　
保
健
課
、
市
役
所
各
庁
舎
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催
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・
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